
第

千

九

百

九

十

一

号

平

成

二

十

年

十

月

十

七

日

(

金
曜
日)

目

次

告

示

○
土
地
収
用
法
に
基
づ
く
事
業
の
認
定

(

用

地

課)

六
七
七
ペ
ー
ジ

○
建
築
基
準
法
に
基
づ
く
道
路
の
位
置
指
定

(

建
築
指
導
課)

六
七
八

公

示

○
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
認
証
申
請

(

環
境
生
活
政
策
課)

六
七
九

○
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款
変
更
認
証
申
請

(

同

)

六
八
〇

○
落
札
者
等
に
関
す
る
公
示

(

医
療
整
備
課)

六
八
〇

○
建
設
業
法
に
基
づ
く
建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

(
建
設
政
策
課)

六
八
一

○
公
共
測
量
の
実
施

(
用

地

課)

六
八
四

○
開
発
行
為
の
工
事
の
完
了

(

建
築
指
導
課)

六
八
四

○
落
札
者
等
に
関
す
る
公
示

(

図

書

館)

六
八
五

告

示

岐
阜
県
告
示
第
六
百
七
号

土
地
収
用
法(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
十
九
号
。
以
下｢

法｣

と
い
う
。)

第
二
十
条
の
規
定

に
よ
り
事
業
の
認
定
を
し
た
の
で
、
法
第
二
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
年
十
月
十
七
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

起
業
者
の
名
称

岐
阜
市

二

事
業
の
種
類

岐
阜
市
宮
上
ふ
れ
あ
い
会
館
駐
車
場
保
全
事
業(

以
下｢

本
件
事
業｣

と
い
う
。)

三

起
業
地

１

収
用
の
部
分

岐
阜
県
岐
阜
市
柳
津
町
上
佐
波
三
丁
目
地
内

２

使
用
の
部
分

な
し

四

事
業
の
認
定
を
し
た
理
由

１

法
第
二
十
条
第
一
号
の
要
件
へ
の
適
合
性
に
つ
い
て

本
件
事
業
は
、
法
第
三
条
第
三
十
二
号
に
該
当
す
る
た
め
、
法
第
二
十
条
第
一
号
に
規
定
す
る

要
件
を
充
足
す
る
も
の
と
判
断
さ
れ
る
。

２

法
第
二
十
条
第
二
号
の
要
件
へ
の
適
合
性
に
つ
い
て

本
件
事
業
の
起
業
者
で
あ
る
岐
阜
市
は
、
既
に
財
源
措
置
を
講
じ
て
お
り
、
本
件
事
業
を
遂
行

す
る
充
分
な
意
思
と
能
力
を
有
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
法
第
二
十
条
第
二
号
に
規
定
す
る
要
件
を
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�
岐

阜

県

公

報

毎
週

(

火
曜
日

金
曜
日)

発
行

(

休
日
に
当
た
る

と
き
は
翌
日)

平
成
二
十
年
十
月
十
七
日



羽
島
市
竹
鼻
町
蜂
尻
字
宮
東
二
〇
九
番
四

羽
島
郡
笠
松
町
北
及
字
流
一
七
三
八
番
四

羽
島
郡
笠
松
町
田
代
字
白
鬚
八
五
二
番
二

二 瑞
穂
市
別
府
字
花
塚
二
ノ
町
二
一
二
二
番

四 瑞
穂
市
本
田
字
於
別
府
一
〇
〇
五
番
四

羽
島
郡
岐
南
町
平
島
四
丁
目
一
九
番
五

瑞
穂
市
本
田
字
畑
中
前
七
六
四
番
四

位

置�･�� �･�� �･�� �･��〜�･�� �･�� �･�� �･�� 幅

員

(

メ
ー

ト
ル)��･�� ��･�� ��･�� ��･�� ��･�� ��･�� ��･�� 延

長

(

メ
ー
ト

ル)

岐
建
築
第
一

二
号
の
一
一

岐
建
築
第
一

二
号
の
一
〇

岐
建
築
第
一

二
号
の
九

岐
建
築
第
一

二
号
の
八

岐
建
築
第
一

二
号
の
七

岐
建
築
第
一

二
号
の
六

岐
建
築
第
一

二
号
の
五

指
定
番
号

同�･�� 同�･�� 同�･�� 同�･�� 同�･�� 同�･�� 平
成
��･�･� 指

定

年
月
日

充
足
す
る
も
の
と
判
断
さ
れ
る
。

３

法
第
二
十
条
第
三
号
の
要
件
へ
の
適
合
性
に
つ
い
て

本
件
事
業
は
、
岐
阜
市
宮
上
ふ
れ
あ
い
会
館(

以
下｢

本
施
設｣

と
い
う
。)

利
用
者
の
便
を

図
る
た
め
、
本
施
設
利
用
者
に
対
し
現
在
供
用
さ
れ
て
い
る
駐
車
場(

以
下｢

本
施
設
駐
車
場｣

と
い
う
。)
の
用
地
を
保
全
す
る
こ
と
に
よ
り
、
引
き
続
き
安
定
し
た
行
政
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
し

よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

本
施
設
は
、
岐
阜
市
に
編
入
合
併
さ
れ
た
旧
羽
島
郡
柳
津
町
に
よ
り
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
活
動
を

進
め
る
た
め
整
備
が
行
わ
れ
た
七
箇
所
の
地
区
学
習
等
供
用
施
設
の
一
つ
で
あ
り
、
編
入
合
併
後

の
岐
阜
市
柳
津
地
域
に
お
い
て
は
、
岐
阜
市
新
市
建
設
計
画
に
基
づ
く
都
市
内
分
権
の
推
進
を
図

る
上
で
、
地
域
活
動
及
び
生
涯
活
動
等
の
拠
点
と
し
て
活
発
に
利
用
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
本
施
設
駐
車
場
は
借
地
で
あ
り
、
土
地
所
有
者
が
用
地
を
早
期
に
処
分
す
る

旨
の
意
思
表
示
を
し
て
い
る
な
ど
駐
車
場
の
確
保
が
不
安
定
で
あ
る
一
方
で
、
自
動
車
で
の
来
所

者
の
増
加
等
に
よ
り
駐
車
場
の
重
要
性
が
増
し
て
お
り
、
地
域
住
民
か
ら
駐
車
場
の
保
全
が
強
く

要
望
さ
れ
て
い
る
。
従
っ
て
、
本
施
設
駐
車
場
用
地
の
保
全
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
、
本
施
設
利

用
者
の
利
便
性
の
確
保
に
多
大
の
支
障
を
き
た
す
こ
と
に
な
る
た
め
、
本
件
事
業
の
施
行
に
よ
り

得
ら
れ
る
公
共
の
利
益
は
大
き
い
と
考
え
ら
れ
る
。
他
方
、
本
件
事
業
は
保
全
事
業
で
あ
り
、
事

業
内
容
か
ら
見
て
環
境
に
及
ぼ
す
影
響
は
少
な
く
、
失
わ
れ
る
利
益
は
小
さ
い
と
考
え
ら
れ
る
。

ま
た
、
本
件
事
業
の
起
業
地(

以
下｢

本
件
起
業
地｣

と
い
う
。)
は
、
本
施
設
に
隣
接
し
、

既
に
施
行
し
て
い
る
事
業
用
地
を
収
用
に
よ
り
保
全
す
る
も
の
で
あ
り
、
新
た
に
他
の
起
業
地
を

求
め
た
場
合
の
社
会
的
条
件
、
地
理
的
条
件
及
び
経
済
的
条
件
を
勘
案
し
て
決
定
さ
れ
た
も
の
で

あ
る
。

さ
ら
に
、
本
件
事
業
は
、
本
施
設
の
駐
車
場
と
し
て
地
域
住
民
が
利
用
す
る
に
あ
た
り
必
要
な

最
低
限
の
駐
車
場
を
保
全
す
る
も
の
で
あ
り
、
本
件
起
業
地
は
、
必
要
最
小
限
の
範
囲
と
認
め
ら

れ
る
。

以
上
の
こ
と
か
ら
、
本
件
事
業
は
、
土
地
の
適
正
か
つ
合
理
的
な
利
用
に
寄
与
す
る
も
の
と
認

め
ら
れ
る
た
め
、
法
第
二
十
条
第
三
号
に
規
定
す
る
要
件
を
充
足
す
る
も
の
と
判
断
さ
れ
る
。

４

法
第
二
十
条
第
四
号
の
要
件
へ
の
適
合
性
に
つ
い
て

本
件
事
業
に
よ
り
、
本
施
設
利
用
者
の
利
便
性
が
確
保
さ
れ
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、

本
施
設
駐
車
場
の
保
全
措
置
を
講
じ
な
い
場
合
に
失
わ
れ
る
公
共
の
利
益
は
甚
大
で
あ
り
、
早
急

に
施
行
さ
れ
る
べ
き
事
業
と
認
め
ら
れ
、
土
地
を
収
用
す
る
公
益
上
の
必
要
が
あ
る
も
の
と
認
め

ら
れ
る
た
め
、
法
第
二
十
条
第
四
号
に
規
定
す
る
要
件
を
充
足
す
る
も
の
と
判
断
さ
れ
る
。

５

結
論

１
か
ら
４
ま
で
に
述
べ
た
と
お
り
、
本
件
事
業
は
、
法
第
二
十
条
各
号
に
掲
げ
る
要
件
を
充
足

す
る
も
の
と
判
断
さ
れ
る
。
よ
っ
て
、
本
件
事
業
に
つ
い
て
は
、
同
条
の
規
定
に
よ
る
事
業
の
認

定
を
す
る
も
の
で
あ
る
。

五

法
第
二
十
六
条
の
二
の
規
定
に
よ
る
図
面
の
縦
覧
場
所

岐
阜
市
柳
津
地
域
振
興
事
務
所
地
域
振
興
総
務
課

岐
阜
県
告
示
第
六
百
八
号

建
築
基
準
法(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号)

第
四
十
二
条
第
一
項
第
五
号
に
規
定
す
る
道
路

の
位
置
を
、
建
築
事
務
所
長
が
次
の
よ
う
に
指
定
し
た
の
で
、
建
築
基
準
法
施
行
規
則(

昭
和
二
十
五

年
建
設
省
令
第
四
十
号)

第
十
条
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
年
十
月
十
七
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
建
築
事
務
所

西
濃
建
築
事
務
所
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中
津
川
市
茄
子
川
字
桶
田
二
二
〇
六
番
一
、

二
一
九
五
番
二
の
一
部
及
び
二
二
〇
四
番

の
一
部

中
津
川
市
茄
子
川
字
桶
田
二
二
三
七
番
九

中
津
川
市
茄
子
川
字
桶
田
二
二
二
一
番
一
、

二
二
二
四
番
二
の
一
部
及
び
二
二
二
五
番

二
の
一
部 位

置

美
濃
加
茂
市
西
町
四
丁
目
二
五
四
番
四

関
市
下
有
知
字
町
屋
敷
一
五
一
四
番
九
及

び
一
五
一
五
番
二

関
市
小
野
字
下
海
道
一
三
一
八
番
四
、
一

三
一
九
番
五
、
一
三
一
九
番
九
、
一
三
一

九
番
一
〇
、
一
三
二
二
番
三
、
一
三
二
二

番
四
、
一
三
一
九
番
四
地
先
法
定
外
公
共

物

(

水
路)

、
一
三
一
九
番
五
地
先
法
定

外
公
共
物(

道
路)

及
び
一
三
二
一
番
一

地
先
法
定
外
公
共
物(

水
路)

位

置

安
八
郡
安
八
町
大
明
神
字
宮
浦
一
四
二
番

一 安
八
郡
神
戸
町
大
字
神
戸
字
大
円
坊
一
〇

一
九
番
四

揖
斐
郡
池
田
町
青
柳
字
下
之
町
二
七
〇
番

三 揖
斐
郡
池
田
町
八
幡
字
柳
之
内
三
〇
四
四

番
四

揖
斐
郡
池
田
町
八
幡
字
市
之
坪
六
番
九

位

置�･�� �･�� �･�� 幅

員

(

メ
ー

ト
ル) �･�� �･�� �･�� 幅

員
(

メ
ー

ト
ル) �･�� �･�� �･�� �･�� �･�� 幅

員

(

メ
ー

ト
ル)���･�� ��･�� ���･�� 延

長

(

メ
ー
ト

ル) ��･�� ��･�� ��･�� 延

長

(

メ
ー
ト

ル) ��･�� ��･�� ��･�� ��･�� ��･�� 延

長

(

メ
ー
ト

ル)

東
建
築
第
三

八
号
の
六

東
建
築
第
三

八
号
の
五

東
建
築
第
三

八
号
の
四

指
定
番
号

中
建
築
第
二

九
号
の
一
二

中
建
築
第
二

九
号
の
一
一

中
建
築
第
二

九
号
の
一
〇

指
定
番
号

西
建
築
第
八

五
号
の
一
〇

西
建
築
第
八

五
号
の
九

西
建
築
第
八

五
号
の
八

西
建
築
第
八

五
号
の
七

西
建
築
第
八

五
号
の
六

指
定
番
号

同�･� 同�･� 平
成
��･�･� 指

定

年
月
日

同�･�� 同�･� 平
成
��･�･�� 指

定

年
月
日

同�･� 同�･�� 同�･� 同�･� 平
成
��･�･� 指

定

年
月
日

中
津
川
市
手
賀
野
字
中
沼
三
〇
〇
番
七

同

市
同

字
島
崎
九
二
番
八
及
び

九
二
番
地
先
法
定
外
公
共
物(

道
路)

中
津
川
市
手
賀
野
字
西
沼
一
七
九
番
一

中
津
川
市
茄
子
川
字
鯉
ヶ
平
一
一
四
二
番

七
六

恵
那
市
長
島
町
正
家
字
赤
田
三
七
一
番
二

二同

市
同

町
同

字
飛
ヶ
根
二
七
八
番

五
七

瑞
浪
市
下
沖
町
二
丁
目
五
三
番
一�･�� �･�� �･�� �･�� �･�����･�� ��･�� ��･�� ��･�� ��･��

東
建
築
第
三

八
号
の
一
二

東
建
築
第
三

八
号
の
一
〇

東
建
築
第
三

八
号
の
九

東
建
築
第
三

八
号
の
八

東
建
築
第
三

八
号
の
七

同�･�� 同�･�� 同�･�� 同�･�� 同�･��

中
濃
建
築
事
務
所

東
濃
建
築
事
務
所

(

道
路
の
位
置
を
示
す
図
面
は
、
そ
の
位
置
を
所
管
す
る
建
築
事
務
所
に
お
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

公

示

○
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
認
証
申
請

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法(

平
成
十
年
法
律
第
七
号)

第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
非
営
利

活
動
法
人
の
設
立
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
年
十
月
十
七
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
年
十
月
一
日

二

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
シ
デ
コ
ブ
シ
を
守
る
会

三

代

表

者

の

氏

名

吉
田

弘
司

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

岐
阜
県
可
児
市
長
坂
三
丁
目
一
七
九
番
地

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
可
児
市
内
に
残
さ
れ
た
シ
デ
コ
ブ
シ
自
生
地
の

保
全
活
動
を
通
し
て
、
良
好
な
自
生
地
を
未
来
に
継
承
す
る
こ
と

に
よ
り
、
希
少
植
物
の
保
全
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
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○
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款
変
更
認
証
申
請

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法(

平
成
十
年
法
律
第
七
号)

第
二
十
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
非

営
利
活
動
法
人
の
定
款
変
更
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
五
項
で
準
用
す
る
第
十
条
第
二
項

の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
年
十
月
十
七
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
年
九
月
三
日

二

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
旅
人
と
た
い
よ
う
の
会

三

代

表

者

の

氏

名

山
田

壮
志
郎

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

岐
阜
県
大
垣
市
伝
馬
町
一
一
〇
番
地

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
中
立
公
正
な
第
三
者
の
立
場
に
立
っ
て
、
保
健
・

福
祉
サ
ー
ビ
ス
並
び
に
介
護
保
険
サ
ー
ビ
ス
利
用
者
の
利
益
と
権

利
を
擁
護
す
る
た
め
、
サ
ー
ビ
ス
の
評
価
と
サ
ー
ビ
ス
情
報
の
提

供
を
行
う
と
共
に
、
サ
ー
ビ
ス
に
関
す
る
苦
情
相
談
等
に
応
じ
、

サ
ー
ビ
ス
の
向
上
と
社
会
福
祉
の
増
進
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的

と
す
る
。

○
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款
変
更
認
証
申
請

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法(

平
成
十
年
法
律
第
七
号)

第
二
十
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
非

営
利
活
動
法
人
の
定
款
変
更
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
五
項
で
準
用
す
る
第
十
条
第
二
項

の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
年
十
月
十
七
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
年
十
月
六
日

二

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
ポ
ラ
ン
の
広
場
推
進
協
議
会

三

代

表

者

の

氏

名

築
山

軍
平

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

岐
阜
県
瑞
浪
市
陶
町
水
上
二
六
七
番
地
の
一

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
水
上
区
民
及
び
そ
の
周
辺
の
人
々
が
相
互
に
信

頼
・
協
力
し
、
土
地
利
用
計
画
、
地
域
開
発
、
産
業
活
性
化
及
び

人
々
の
福
祉
向
上
に
関
す
る
事
業
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
産
業
の

活
力
を
高
め
、
若
者
の
定
住
を
促
進
し
、
高
齢
者
の
幸
福
を
追
求

し
、
区
民
及
び
そ
の
周
辺
の
人
々
の
福
祉
向
上
を
図
る
こ
と
を
目

的
と
す
る
。

○
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款
変
更
認
証
申
請

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法(

平
成
十
年
法
律
第
七
号)

第
二
十
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
非

営
利
活
動
法
人
の
定
款
変
更
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
五
項
で
準
用
す
る
第
十
条
第
二
項

の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
年
十
月
十
七
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
年
十
月
二
日

二

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
土
岐
や
ま
び
こ
作
業
所

三

代

表

者

の

氏

名

坂
崎

宗
太
郎

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

岐
阜
県
土
岐
市
妻
木
町
三
〇
二
〇
番
地
の
一
〇

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
通
所
者
の｢

働
き
た
い｣

と
い
う
意
思
を
尊
重

し
、
縫
製
・
下
請
け
・
地
域
の
資
源
回
収
な
ど
の
作
業
を
通
し
て

当
事
者
の
機
能
回
復
・
自
己
能
力
を
伸
ば
す
為
に
必
要
な
生
活
指

導
を
行
い
な
が
ら
社
会
参
加
し
、
地
域
で
障
害
者
が
あ
た
り
ま
え

に
暮
ら
し
て
い
け
る
よ
う
環
境
の
整
備
・
維
持
に
関
す
る
事
業
を

行
い
、
障
害
者
福
祉
の
充
実
し
た
明
る
い
社
会
づ
く
り
に
寄
与
す

る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

○
落
札
者
等
に
関
す
る
公
示

岐
阜
県
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
規
則(

平
成
七
年
岐
阜
県
規
則
第

百
二
十
号)

第
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
落
札
者
等
に
つ
い
て
公
示
す
る
。
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平
成
十
九

年
八
月
五

日 平
成
十
九

年
五
月
一

日 取
消
年
月

日

株
式
会
社

森
組

株
式
会
社

安
藤
建
設

商
号
又
は

名
称

代
表
取
締

役

森
俊

治 代
表
取
締

役

今
井

弘
司

代
表
者
の

氏
名

各
務
原
市
三
井

東
町
四
丁
目
二

四
番
地

羽
島
市
竹
鼻
町

丸
の
内
二
丁
目

一
番
地

主
た
る
営
業
所

の
所
在
地

般
十
九
―
二

八
〇
八

般
十
七
―
一

二
四
九
三

許
可
番
号

造
園
工
事
業

ほ
装
及
び
水
道
施
設

工
事
業

取
り
消
し
た
工
事
業

平
成
二
十

年
四
月
二

十
日

平
成
二
十

年
三
月
三

十
一
日

平
成
二
十

年
三
月
二

十
八
日

平
成
二
十

年
三
月
二

十
八
日

平
成
二
十

年
三
月
二

十
八
日

平
成
二
十

年
三
月
二

十
五
日

平
成
二
十

年
三
月
三

日 平
成
二
十

年
二
月
六

日 平
成
二
十

年
二
月
一

日 平
成
二
十

年
一
月
四

日 平
成
十
九

年
十
一
月

二
十
日

明
智
建
設

株
式
会
社

三
建
工
業

株
式
会
社

有
限
会
社

藤
田
鉄
工

工
匠

金

村 森
本
建
設

株
式
会
社

有
限
会
社

武
長
技
建

有
限
会
社

歳
進
建
設

岩
田
建
工

伊
藤
鉄
工

所 有
限
会
社

サ
カ
イ
鋼

業 オ
ー
レ
ッ

ク

代
表
取
締

役

安
藤

昌
彦

代
表
取
締

役

門
屋

輝
男

代
表
取
締

役

藤
田

敬
治

金
村
正
男

代
表
取
締

役

松
葉

慶
一

取
締
役

長
井
徳
樹

代
表
取
締

役

高
橋

知
歳

岩
田
信
弘

伊
藤
文
雄

代
表
取
締

役

坂
井

喜
久
夫

中
野
猛

恵
那
市
明
智
町

九
八
番
地
二
五

羽
島
市
舟
橋
町

九
八
五
番
地

関
市
広
見
二
四

七
〇
番
地

飛�
市
古
川
町

殿
町
二
―
一
〇

高
山
市
上
宝
町

本
郷
二
五
八
七

番
地

関
市
武
芸
川
町

谷
口
九
七
―
三

郡
上
市
大
和
町

島
五
七
二
四
―

五 羽
島
市
足
近
町

市
場
一
〇
四
番

地 羽
島
郡
笠
松
町

田
代
一
九
四
―

一 関
市
迫
間
字
池

ノ
下
一
六
二
〇

番
地
一

本
巣
市
仏
生
寺

七
〇
三
番
地
一

般
十
八
―
三

六
三
四

般
十
八
―
一

〇
一
七
三
二

般
十
九
―
一

一
六
〇
〇

般
十
五
―
九

五
〇
〇
三
二

般
十
八
―
六

八
四

特
十
五
―
一

五
一
八
九

般
十
八
―
四

五
〇
一
六
〇

般
十
七
―
一

一
八
九
九

特
十
八
―
一

二
七
五
六

般
十
九
―
三

五
〇
二
三
九

般
十
六
―
一

〇
一
三
九
五

管
工
事
業

土
木
一
式
、
と
び
・

土
工
・
コ
ン
ク
リ
ー

ト
及
び
ほ
装
工
事
業

建
築
一
式
工
事
業

建
築
一
式
工
事
業

管
工
事
業

建
築
一
式
工
事
業

土
木
一
式
、
と
び
・

土
工
・
コ
ン
ク
リ
ー

ト
及
び
ほ
装
工
事
業

大
工
工
事
業

建
築
一
式
、
大
工
及

び
鋼
構
造
物
工
事
業

鋼
構
造
物
工
事
業

電
気
工
事
業

平
成
二
十
年
十
月
十
七
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

１
調
達
物
品
の
名
称
及
び
数
量

平
成
20年

度
岐
阜
県
立
多
治
見
病
院
第
3四
半
期
分
ボ
イ
ラ
ー
用

燃
料
重
油
JIS１

種
１
号
約
400kl

２
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続
一
般
競
争
入
札

３
入
札
公
告
を
行
っ
た
日
平
成
20年
１
月
11日

４
落
札
者
を
決
定
し
た
日
平
成
20年
９
月
19日

５
落
札
者
の
住
所
及
び
氏
名
名
古
屋
市
港
区
潮
見
町
37番
地
23

中
川
物
産
株
式
会
社

代
表
取
締
役
中
川
秀
信

６
落
札
金
額
88,620円

／�
７
契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
及
び
所
在
地

�
部
局
の
名
称
岐
阜
県
立
多
治
見
病
院
事
務
局
総
務
課
管
財
担
当

�
所
在
地
多
治
見
市
前
畑
町
５
丁
目
161番

地

○
建
設
業
法
に
基
づ
く
建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号)

第
二
十
九
条
第
一
項
第
四
号(
廃
業
等)

の
規
定
に
基

づ
き
、
次
の
と
お
り
建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
年
十
月
十
七
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇
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平
成
二
十

年
六
月
九

平
成
二
十

年
五
月
三

十
一
日

平
成
二
十

年
五
月
三

十
一
日

平
成
二
十

年
五
月
三

十
一
日

平
成
二
十

年
五
月
三

十
一
日

平
成
二
十

年
五
月
二

十
六
日

平
成
二
十

年
五
月
一

日 平
成
二
十

年
四
月
三

十
日

平
成
二
十

年
四
月
三

十
日

平
成
二
十

年
四
月
二

十
五
日

株
式
会
社

金
岡
建
設

有
限
会
社

六
然
テ
ッ

ク 株
式
会
社

マ
ス
エ
特

興 株
式
会
社

山
田
建
設

園
原
建
築

梅
本
建
築

有
限
会
社

工
研

株
式
会
社

寺
町
建
設

有
限
会
社

恵
神
建
設

株
式
会
社

田
口
建
設

代
表
取
締

役

金
岡

代
表
取
締

役

根
井

勝 代
表
取
締

役

増
榮

來 代
表
取
締

役

山
田

光
行

園
原
久
雄

梅
本
末
夫

代
表
取
締

役

青
木

輝
泰

代
表
取
締

役

矢
崎

英
明

代
表
取
締

役

原
由

喜
夫

代
表
取
締

役

田
口

秀
典

高
山
市
奥
飛
騨

温
泉
郷
柏
当
五

郡
上
市
和
良
町

三
庫
三
九
八
七

美
濃
市
二
五
四

九
番
地
の
一

不
破
郡
垂
井
町

栗
原
一
五
五
五

番
地
の
一

中
津
川
市
山
口

二
三
七
二
番
地

中
津
川
市
駒
場

二
五
〇
八
番
地

の
二

本
巣
市
石
神
四

〇
四
番
地
一

山
県
市
西
深
瀬

六
六
二
―
三

中
津
川
市
馬
籠

四
三
〇
二
番
地

一 中
津
川
市
付
知

町
九
五
九
五
―

一

般
十
七
―
三

一
二
〇

般
十
六
―
四

五
〇
一
三
九

般
十
九
―
一

四
四
五
一

般
十
八
―
四

六
四

般
十
七
―
七

〇
〇
二
八
八

般
十
六
―
二

〇
三
〇

般
十
八
―
一

〇
一
七
三
五

般
・
特
十
九

―
三
三
八
八

般
十
五
―
七

〇
〇
二
九
八

特
十
七
―
一

一
四
五
九

造
園
及
び
水
道
施
設

工
事
業

土
木
一
式
、
と
び
・

土
工
・
コ
ン
ク
リ
ー

ト
及
び
ほ
装
工
事
業

土
木
一
式
、
石
、
鋼

構
造
物
、
ほ
装
、
し
ゅ

ん
せ
つ
、
塗
装
及
び

水
道
施
設
工
事
業

土
木
一
式
、
と
び
・

土
工
・
コ
ン
ク
リ
ー

ト
、
ほ
装
及
び
水
道

施
設
工
事
業

建
築
一
式
及
び
大
工

工
事
業

大
工
工
事
業

土
木
一
式
、
と
び
・

土
工
・
コ
ン
ク
リ
ー

ト
、
鋼
構
造
物
及
び

ほ
装
工
事
業

土
木
一
式
、
建
築
一

式
、
と
び
・
土
工
・

コ
ン
ク
リ
ー
ト
、
ほ

装
、
塗
装
、
防
水
及

び
水
道
施
設
工
事
業

土
木
一
式
、
と
び
・

土
工
・
コ
ン
ク
リ
ー

ト
及
び
水
道
施
設
工

事
業

造
園
工
事
業

平
成
二
十

年
六
月
三

平
成
二
十

年
六
月
三

十
日

平
成
二
十

年
六
月
三

十
日

平
成
二
十

年
六
月
三

十
日

平
成
二
十

年
六
月
二

十
八
日

平
成
二
十

年
六
月
二

十
五
日

平
成
二
十

年
六
月
二

十
四
日

平
成
二
十

年
六
月
十

八
日

平
成
二
十

年
六
月
十

七
日

平
成
二
十

年
六
月
九

日 日

有
限
会
社

龍
興
山

馬
瀬
建
設

株
式
会
社

株
式
会
社

早
川
工
務

店 有
限
会
社

根
尾
開
発

株
式
会
社

山
佐
組

加
永
建
設

株
式
会
社

第
一
リ
ー

ス
株
式
会

社 有
限
会
社

黒
川
工
務

店 有
限
会
社

ツ
バ
サ
建

工 タ
バ
タ
サ

ッ
シ

代
表
取
締

役

林
芝

代
表
取
締

役

森
本

繁
司

代
表
取
締

役

早
川

貴
典

代
表
取
締

役

小
澤

建
男

代
表
取
締

役

久
保

正
和

代
表
取
締

役

加
藤

一
雄

代
表
取
締

役

中
村

竜
治

代
表
取
締

役

住
井

勝
彦

代
表
取
締

役

九
野

一
博

田
端
一
郎

東
賢

郡
上
市
和
良
町

宮
地
九
九
五
番

下
呂
市
馬
瀬
名

丸
一
六
七
八
番

地
一

中
津
川
市
付
知

町
九
七
九
三
番

地 本
巣
市
根
尾
樽

見
二
七
番
地
の

七 関
市
洞
戸
市
場

二
八
一
番
地
の

一
一

飛�
市
神
岡
町

東
町
四
八
三
番

地
一

高
山
市
国
府
町

三
川
九
八
四
番

地 本
巣
市
根
尾
能

郷
八
一
番
地
一

岐
阜
市
北
野
東

六
三
八
番
地

大
垣
市
築
捨
町

五
丁
目
一
二
一

―
一

四
五
番
地

般
十
五
―
四

五
〇
一
二
七

般
十
八
―
四

八
〇

般
十
八
―
一

七
五
二

般
・
特
十
八

―
九
五
六
二

般
十
八
―
一

一
一
〇
四

般
十
九
―
二

二
〇
九

般
十
九
―
一

一
七
九
九

特
十
七
―
四

四
二
二

般
十
五
―
一

〇
一
二
三
七

般
十
七
―
一

一
九
九
二

土
木
一
式
及
び
と
び
・

土
工
・
コ
ン
ク
リ
ー

管
工
事
業

造
園
工
事
業

土
木
一
式
、
建
築
一

式
、
と
び
・
土
工
・

コ
ン
ク
リ
ー
ト
、
石
、

管
、
鋼
構
造
物
、
ほ

装
、
し
ゅ
ん
せ
つ
、

塗
装
及
び
水
道
施
設

工
事
業

造
園
工
事
業

管
及
び
造
園
工
事
業

建
築
一
式
工
事
業

建
築
一
式
及
び
管
工

事
業

管
、
ほ
装
及
び
水
道

施
設
工
事
業

建
具
工
事
業
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平
成
二
十

年
七
月
十

一
日

平
成
二
十

年
七
月
十

一
日

平
成
二
十

年
七
月
十

一
日

平
成
二
十

年
七
月
八

日 平
成
二
十

年
七
月
八

日 平
成
二
十

年
七
月
八

日 平
成
二
十

年
七
月
八

日 平
成
二
十

年
七
月
七

日 十
日

株
式
会
社

Ｎ
Ｔ
Ｔ
西

日
本
―
岐

阜 酒
井
電
気

工
事
株
式

会
社

株
式
会
社

ア
ク
シ
ー

中
野
建
設

株
式
会
社

有
限
会
社

吉
田
造
園

渡
瀬
工
業

所 有
限
会
社

テ
ク
ノ
ワ

ン 株
式
会
社

カ
ワ
ダ
工

業

代
表
取
締

役

田
村

公
雄

代
表
取
締

役

酒
井

本
文

代
表
取
締

役

追
分

美
奈
子

代
表
取
締

役

中
野

隆
弘

吉
田
泰
則

渡
瀬
伊
佐

夫 代
表
取
締

役

亀
谷

雪
之
介

代
表
取
締

役

川
田

好
伸

澤

岐
阜
市
梅
ヶ
枝

町
二
―
三
一

岐
阜
市
若
福
町

九
番
一
〇
号

岐
阜
市
御
手
洗

三
八
九
番
地
五

各
務
原
市
蘇
原

月
丘
町
二
丁
目

九
四
番
地
の
二

郡
上
市
八
幡
町

市
島
一
七
七
番

地
二

高
山
市
江
名
子

町
五
二
一
一
番

地
の
二

高
山
市
桐
生
町

八
丁
目
五
三
一

番
地

山
県
市
西
深
瀬

二
三
二
九

地
の
一

特
十
八
―
一

〇
〇
九
六
八

般
十
六
―
一

〇
一
三
五
八

特
十
六
―
一

〇
一
一
四
〇

般
十
九
―
一

〇
一
〇
九
九

般
十
六
―
四

五
〇
一
三
六

般
十
八
―
一

一
二
三
一

般
十
七
―
八

五
〇
二
四
二

般
十
五
―
一

三
五
八
一

土
木
一
式
、
と
び
・

土
工
・
コ
ン
ク
リ
ー

ト
、
電
気
、
鋼
構
造

物
、
塗
装
及
び
電
気

通
信
工
事
業

電
気
通
信
工
事
業

土
木
一
式
、
と
び
・

土
工
・
コ
ン
ク
リ
ー

ト
、
ほ
装
、
防
水
及

び
水
道
施
設
工
事
業

建
築
一
式
工
事
業

と
び
・
土
工
・
コ
ン

ク
リ
ー
ト
工
事
業

鉄
筋
工
事
業

と
び
・
土
工
・
コ
ン

ク
リ
ー
ト
、
電
気
、

鋼
構
造
物
及
び
塗
装

工
事
業

大
工
、
左
官
、
石
、

屋
根
、
タ
イ
ル
・
れ

ん
が
・
ブ
ロ
ッ
ク
、

鋼
構
造
物
、
鉄
筋
、

板
金
、
ガ
ラ
ス
、
塗

装
、
防
水
、
内
装
仕

上
、
熱
絶
縁
及
び
建

具
工
事
業

ト
工
事
業

平
成
二
十

年
八
月
七

日 平
成
二
十

年
八
月
七

日 平
成
二
十

年
八
月
七

日 平
成
二
十

年
七
月
二

十
八
日

平
成
二
十

年
七
月
二

十
四
日

平
成
二
十

年
七
月
二

十
四
日

平
成
二
十

年
七
月
二

十
四
日

平
成
二
十

年
七
月
二

十
二
日

平
成
二
十

年
七
月
十

七
日

平
成
二
十

年
七
月
十

六
日

平
成
二
十

年
七
月
十

四
日

有
限
会
社

春
行
産
業

株
式
会
社

高
田
組

高
橋
建
設

株
式
会
社

合
資
会
社

中
山
組

株
式
会
社

協
和
ハ
ウ

ス 金
子
左
官

株
式
会
社

川
瀬
組

株
式
会
社

グ
リ
ー
ン

近
澤
電
気

株
式
会
社

松
永
土
建

エ
ス
テ
ッ

ク
ロ
ー
ド

代
表
取
締

役

木
村

恵
美
子

代
表
取
締

役

高
田

泰
樹

代
表
取
締

役

高
橋

恒
彦

代
表
社
員

中
山
隆

代
表
取
締

役

草
野

善
暉

金
子
來

代
表
取
締

役

川
瀬

嘉
洋

代
表
取
締

役

反
中

義
一

代
表
取
締

役

近
澤

正
勝

松
永
元
亘

澤
田
達
也

揖
斐
郡
大
野
町

大
字
大
野
九
四

番
地
の
五

揖
斐
郡
揖
斐
川

町
清
水
一
五
七

番
地
の
一

高
山
市
西
之
一

色
町
三
丁
目
四

五
〇
番
地
の
二

飛�
市
神
岡
町

殿
一
八
〇
番
地

一
三

岐
阜
市
鷺
山
一

二
八
〇
番
地
の

一 岐
阜
市
東
改
田

再
勝
二
一
五
―

二 羽
島
市
小
熊
町

四
丁
目
五
九
五

番
地

高
山
市
国
府
町

蓑
輪
三
九
二
番

地 養
老
郡
養
老
町

飯
ノ
木
七
四
一

番
地
の
二

大
垣
市
荒
尾
町

一
二
二
三
―
二

美
濃
加
茂
市
本

郷
町
七
―
一
一
―

三
一

般
十
八
―
三

〇
〇
一
四
二

般
十
九
―
五

九
五

特
十
七
―
一

九
三
五

般
十
八
―
三

四
六

般
十
六
―
四

三
五
七

般
十
九
―
八

二
四
六

特
十
八
―
一

七
六
二

特
十
八
―
一

七
一
三
四

般
十
七
―
一

三
五
二
三

般
十
七
―
八

七
七
〇

般
十
七
―
五

〇
〇
四
三
六

造
園
工
事
業

管
工
事
業

建
築
一
式
工
事
業

土
木
一
式
、
建
築
一

式
及
び
大
工
工
事
業

土
木
一
式
及
び
建
築

一
式
工
事
業

左
官
工
事
業

管
工
事
業

造
園
工
事
業

電
気
工
事
業

と
び
・
土
工
・
コ
ン

ク
リ
ー
ト
工
事
業

ほ
装
工
事
業
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同
西
建
築
第
五
三
号
の
一
一

同

二
〇
・

五
・

八

同
西
建
築
第
五
四
号
の

一
二

同
二
〇
・

九
・

四

岐
阜
県
指
令
西
建
築
第
五
三

号
の
八

平
成
二
〇
・

二
・
二
六

同
西
建
築
第
五
四
号
の

一
〇

同
二
〇
・

八
・
二
〇

開
発
許
可

(

変
更
許
可)

番

号

及

び

年

月

日

平
成
二
十

年
八
月
十

二
日

平
成
二
十

年
八
月
七

日 平
成
二
十

年
八
月
七

日 平
成
二
十

年
八
月
七

日

松
田
工
務

店 株
式
会
社

朝
日
産
業

有
限
会
社

青
真
造
園

土
木

株
式
会
社

丸
博
建
設

松
田
猛

代
表
取
締

役

新
井

信
秀

代
表
取
締

役

青
松

次
郎

代
表
取
締

役

木
村

峰
春

同

郡
同

町
字
追
分
二
二
八
九
番
二
の
一

部
、
二
二
八
九
番
一
四
、
二
三
一
〇
番
八
、

二
三
一
一
番
二
二
、
二
三
二
〇
番
三
及
び
二

三
二
六
番
五
の
一
部

不
破
郡
垂
井
町
綾
戸
字
河
原
道
一
〇
八
九
番

二
、
一
〇
八
九
番
三
、
一
〇
九
一
番
二
及
び

一
〇
九
一
番
三

開
発
区
域
又
は
工
区
に
含
ま
れ
る

地
域
の
名
称

土
岐
市
妻
木
町

三
二
四
七
番
地

の
二
四
七

高
山
市
朝
日
町

甲
一
四
六
七
番

地 高
山
市
久
々
野

町
無
数
河
四
七

七
―
三

揖
斐
郡
大
野
町

大
字
大
野
九
四

番
地
の
四

般
十
八
―
一

一
三
四
〇

特
十
九
―
一

四
三
二
六

般
十
八
―
一

五
八
八
九

般
十
八
・
十

九
―
一
三
三

七
六

建
築
一
式
及
び
大
工

工
事
業

土
木
一
式
、
建
築
一

式
、
大
工
、
管
、
内

装
仕
上
及
び
建
具
工

事
業

土
木
一
式
、
と
び
・

土
工
・
コ
ン
ク
リ
ー

ト
、
造
園
及
び
水
道

施
設
工
事
業

建
築
一
式
及
び
造
園

工
事
業道

路
、
公
園
、

水
路
及
び
消

防
の
用
に
供

す
る
貯
水
施

設 道
路
、
消
防

の
用
に
供
す

る
貯
水
施
設

公
共
施
設
の

種
類

同 開
発
登
録
簿

に
よ
る

公
共
施
設
の

位
置
及
び
区

域

瑞
穂
市
穂
積
七
一
四
番
地
の
八

株
式
会
社
岐
阜
西
武
不
動
産

代
表
取
締
役

長

尾

美

高

大
垣
市
寿
町
三
三
番
地

大
安
建
設
株
式
会
社

代
表
取
締
役

稲

川

哲

彦

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

○
公
共
測
量
の
実
施

測
量
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号)

第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
本
巣
市
長
か
ら
次
の
と
お
り
公
共
測
量
を
実
施
す
る
旨
の
通
知
が
あ
っ
た
の
で
、

同
法
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
年
十
月
十
七
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

作
業
機
関

本
巣
市

二

作
業
種
類

公
共
測
量(

道
路
台
帳
更
新)

三

作
業
期
間

平
成
二
十
年
十
月
十
日
か
ら

同

二
十
一
年
三
月
二
十
三
日
ま
で

四

作
業
地
域

本
巣
市
全
域

○
開
発
行
為
の
工
事
の
完
了

次
の
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、
都
市
計
画
法(

昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号)

第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
年
十
月
十
七
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇
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同
中
建
築
第
三
五
号
の
五

同

一
九
・

九
・
一
〇

同
中
建
築
第
四
四
号
の

六同
二
〇
・

九
・

五

同
西
建
築
第
五
〇
号
の
五

同

二
〇
・

七
・
一
八

同
西
建
築
第
五
六
号
の
三

同

一
九
・
一
一
・

二

同
西
建
築
第
五
四
号
の

四同
二
〇
・

六
・

二

可
児
郡
御
嵩
町
上
恵
土
字
浦
畑
一
〇
一
〇
番

一
外
二
五
筆

同

郡
同

町
同

字
西
畑
一
〇
五
二
番

一
、
一
〇
五
八
番
、
一
〇
六
三
番
一
六
の
一

部
及
び
一
〇
六
四
番
一

安
八
郡
神
戸
町
大
字
下
宮
字
村
内
一
六
〇
番

一 同

郡
関
ヶ
原
町
大
字
野
上
字
西
谷
川
二
二

〇
番
一
の
一
、
二
二
五
番
一
の
一
、
二
二
五

番
一
の
二
、
二
二
八
番
一
、
二
二
九
番
一
、

二
三
〇
番
一
、
二
三
〇
番
二
、
二
三
一
番
一

及
び
二
三
二
番
一
、
同

郡
同

町
同

字
坂
之
下
二
二
四
番
一
及
び
二
四
五
番

一同

郡
同

町
同

字
石
畑
二
五
三

番
一
外
一
七
筆
及
び
関
ヶ
原
町
所
管
町
有
財

産(

道
路
及
び
水
路)

道
路
、
緑
地
、

消
防
の
用
に

供
す
る
貯
水

施
設

道
路

道
路
、
消
防

の
用
に
供
す

る
貯
水
施
設

同 同 同

愛
知
県
稲
沢
市
天
池
五
反
田
町
一
番
地

ユ
ニ
ー
株
式
会
社

代
表
取
締
役

前

村

哲

路

安
八
郡
神
戸
町
大
字
神
戸
三
〇
一
番
地

松

岡

弘

松

岡

貞

子

不
破
郡
関
ヶ
原
町
野
上
西
山
口
一
四
一
三
―
一

株
式
会
社

マ
キ
ナ

代
表
取
締
役

兼

山

益

義

○
落
札
者
等
に
関
す
る
公
示

岐
阜
県
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
規
則(

平
成
七
年
岐
阜
県
規
則
第

百
二
十
号)

第
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
落
札
者
等
に
つ
い
て
公
示
す
る
。

平
成
二
十
年
十
月
十
七
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

１
調
達
物
品
の
名
称
及
び
数
量
書
誌
情
報
シ
ス
テ
ム
関
連
機
器
の
賃
貸
借
及
び
維
持
管
理
業
務

一
式

２
賃
貸
借
期
間
平
成
21年
４
月
１
日
か
ら
平
成
26年
３
月
31日

３
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続
一
般
競
争
入
札

４
入
札
公
告
を
行
っ
た
日
平
成
20年
７
月
16日

５
落
札
者
を
決
定
し
た
日
平
成
20年
８
月
28日

６
落
札
者
の
氏
名
及
び
住
所
岐
阜
市
橋
本
町
２
丁
目
８
番
地
(濃
飛
ニ
ッ
セ
イ
ビ
ル
)

富
士
通
株
式
会
社
岐
阜
支
店

支
店
長
宮
下
文
孝

７
落
札
金
額
130,032,000円

８
契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
及
び
所
在
地

�
部
局
の
名
称
岐
阜
県
図
書
館

�
所
在
地
岐
阜
市
宇
佐
４
丁
目
２
番
１
号
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平
成
二
十
年
十
月
十
七
日
印
刷

平
成
二
十
年
十
月
十
七
日
発
行

岐
阜
市
薮
田
南
二
丁
目
一
番
一
号

発
行
者

岐

阜

県

発
行
所

岐

阜

県

庁

印
刷
者

岐
阜
市
三
輪
ぷ
り
ん
と
ぴ
あ
十
三
―
一

飯

尾

寛

印
刷
所

岐
阜
市
三
輪
ぷ
り
ん
と
ぴ
あ
十
三
―
一

岐

阜

文

芸

社

定
価
一
か
年
四
八
、
〇
〇
〇
円(

送
料
共)

(

消
費
税
二
、
二
八
六
円
を
含
む
。)


